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議案第22号 工事請負契約の締結について

議案第23号 工事請負契約の締結について

議案第24号 工事請負契約の変更について

議案第25号 工事請負契約の変更について

議案第28号 有明海自動車航送船組合規約
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午前10時２分開議

○井手順雄委員長 それでは、ただいまから

第４回建設常任委員会を開会します。

まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。

次に、前回の委員会以降人事異動があって

おりますので、自席から自己紹介をお願いい

たします。

（土木部次長自己紹介)

○井手順雄委員長 次に、本委員会に付託さ

れました議案等を議題とし、これについて審

査を行います。

まず、議案等について執行部の説明を求め

、 。た後に 一括して質疑を受けたいと思います

また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆さん方は座ったままで結構でございま

す。お願いいたします。

それでは、土木部長から総括説明を行い、

続いて担当課長から順次説明をお願いしま

す。

○渡邊土木部長 おはようございます。

今回の定例県議会に提出しております議案

の説明に先立ち、まず、最近における土木行

政の動向などについて御報告を申し上げま

す。

九州新幹線鹿児島ルートにつきましては、

平成22年度末の全線完成を目指し、建設工事

。 、が着実に進められています 県としましても

できる限りの支援を行いますとともに、熊本

の玄関口である熊本駅周辺の街路整備や連続

立体交差事業等の整備について、引き続き全

力で取り組んでまいります。

玉名市に建設中の国道208号玉名バイパス

につきましては、国において鋭意取り組まれ

ており、去る12月１日に、玉名市寺田から河

崎までの２キロメートル区間が開通をいたし

ました。

これにより、既に開通している玉名市河崎

から立願寺までの2.3キロメートル区間とあ

わせてバイパスの東側の4.3キロメートル区

間が完成し、市街地を通る国道208号の交通

渋滞緩和や九州新幹線新玉名駅へのアクセス

機能の強化が図られることと期待をいたして

おります。

引き続き、残る西側の4.2キロメートルの

区間の整備促進について、国に働きかけてま

いります。

鞠智城の国営公園化に向けた活動につきま

しては、国際的な観点から見た歴史的価値を

明確にするため、去る10月11日から15日にか

けて、鞠智城と関係が深い韓国の忠清南道で

開催された百済文化祭において文化交流を図

。 、 、ってまいりました また 去る12月１日には

冬柴国土交通大臣に現地を視察していただい

たところでございます。今後も国に対して要

望活動を進めてまいります。

道路特定財源の暫定税率につきましては、

来年３月及び４月に適用期限を迎えることと

なっており、暫定税率が廃止となった場合に

は、道路特定財源が半減するため、道路関係

予算が大幅に減少し、これまでのような道路

整備ができなくなるなどの大きな問題が生じ

てまいります。

このような中、去る12月２日に、県内地方

６団体主催の真の地方財政の確立を目指す総

決起大会が開催をされ、道路整備の財源確保

などが決議されました。

県といたしましても、引き続き、国等に対

して暫定税率の堅持などを強く訴えるととも

に、県民の皆様の御理解が得られるよう、啓

発に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。

今定例県議会に提案しております議案は、

予算関係議案２件、条例関係議案等９件、報

告関係２件でございます。
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初めに、補正予算の概要について御説明し

ます。

今回の12月補正予算は、梅雨前線豪雨等に

係る県管理の河川、砂防、道路等の公共土木

施設の災害復旧及び再度の被害を防止するた

めの災害関係事業に要する経費等でございま

して、合計で２億6,824万7,000円の増額補正

及び災害復旧事業に係る６億6,000万円の債

務負担行為の設定をお願いしております。

あわせまして、公共事業の発注の平準化等

を図るため、県単独事業のゼロ県債を23億20

、 、0万円 補助事業のゼロ国債を４億3,000万円

合計で27億3,200万円の債務負担行為の設定

をお願いしております。

また、去る10月に県人事委員会の職員の給

与に関する勧告を受けた人件費の補正につい

て、3,449万8,000円の増額補正をお願いして

おります。

、 、次に 条例関係の議決案件につきましては

熊本県流水占用料等徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について、熊本県海岸保全区域

及び一般公共海岸区域の占用料等徴収条例の

一部を改正する条例の制定について、熊本県

一般海域管理条例の一部を改正する条例の制

定について、工事請負契約の締結及び変更に

ついて４件、有明海自動車航送船組合規約の

変更に関する協議について、道路管理瑕疵に

係る専決処分の報告及び承認についてでござ

います。予算関係２件と合わせまして、合計

で11件の御提案を申し上げております。

報告案件につきましては、県営住宅の明け

渡し請求及び延滞家賃等の支払い請求につい

ての訴訟並びに即決和解に係る専決処分の報

告について２件でございます。

その他報告事項としまして、会計検査院決

算検査報告における指摘についてを報告させ

ていただきます。

以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては担当課長

から説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

今後とも各事業の推進に積極的に取り組ん

でまいりますので、委員各位の御支援と御協

力をよろしくお願いいたします。

○鷹尾監理課長 監理課でございます。

最初に、資料の確認をお願いいたします。

今回は、建設常任委員会説明資料及び建設

常任委員会説明資料の追号分、その他の報告

事項１件を御用意いたしております。

それでは、お手元の建設常任委員会資料に

よりまして、第１号議案平成19年度熊本県一

般会計補正予算の概要について御説明させて

。 。いただきます １ページをお願いいたします

今回の補正予算案におきましては、梅雨前

線豪雨災害に伴う県管理の公共土木施設等の

災害復旧に要する経費等を中心に計上をして

おります。また、ゼロ県債及びゼロ国債に係

る債務負担行為の設定をあわせて計上してい

るところでございます。

、 、その内訳でございますが 上の表の２段目

今回補正額の欄でございますが、一般会計の

普通建設事業といたしまして、補助事業で１

億2,624万9,000円の増額、次に災害復旧事業

といたしまして、補助事業で5,200万円の増

額、単県事業で8,999万8,000円の増額を計上

しております。合わせまして、一般会計とい

たしまして２億6,824万7,000円の増額でござ

います。

補正後の一般会計の合計予算額、その下の

段でございますけれども、1,185億6,661万2,

000円となります。

なお、特別会計につきましては、今回補正

額はございません。

、 、以上 12月補正後の合計額でございますが

一番右端の合計欄の３段目でございます。1,

301億5,943万円でございます。

次に、２ページの平成19年度予算総括表を

お願いいたします。

まず、一般会計でございますが、各課ごと
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の補正額は、記載のとおり、道路保全課が4,

000万円の増額、河川課が２億2,824万7,000

円の増額でございます。

右側の補正額の財源内訳につきましては、

表の一番下の合計欄をごらんいただきたいと

思いますが、国庫支出金の合計額が１億1,52

4万9,000円の増額、地方債が１億3,400万円

の増額、その他が1,899万8,000円の増額とな

っております。

３ページをお願いいたします。

３ページ以降、関係課の予算が出てまいり

ますが、このうちゼロ県債、ゼロ国債に係り

ます分につきましては監理課で一括して御説

明を申し上げます。

まず、単独事業に係るゼロ県債でございま

すが、道路整備課ほか４課、88カ所分といた

しまして23億200万円合計で設定をいたして

おります。

補助事業に係りますゼロ国債についてでご

ざいますが、河川課ほか１課、３カ所分とい

たしまして４億3,000万円を設定いたしてお

ります。

合計で27億3,200万円の債務負担行為の設

定をお願い申し上げております。これは、事

業発注の平準化と、それから早期発注による

事業効果の早期発現ということを図るために

設定をお願いするものでございます。

なお、ゼロ県債につきましては、２月補正

にも改めて計上を予定しておるところでござ

います。

今回の補正予算に係る土木部予算の全体の

状況は以上でございますが、追号議案がござ

いますので、引き続き建設常任委員会説明資

料の追号分をお願いいたします。

内容につきましては、県人事委員会の職員

給与に関する勧告を受けた人件費の補正でご

ざいます。１ページをごらんください。

上の表の２段目の追加補正額(追号分)の欄

でございますが、一般会計の消費的経費に3,

358万1,000円、特別会計の消費的経費に91万

7,000円、合計3,449万8,000円の増額を計上

いたしております。

先ほど御説明をいたしました補正予算及び

この追号分の補正予算を合わせた補正後の合

計額は、一番右側の合計欄の３段目でござい

ますが、1,301億9,392万8,000円でございま

す。

次に ２ページの平成19年度予算総括表(追、

号分)をお願いいたします。

各課ごとの追加補正額につきましては、記

載のとおりでございます。

追加補正額の財源内訳につきまして、最下

段の土木部合計欄をごらんいただきたいと思

いますが、その他が91万7,000円、一般財源

が3,358万1,000円でございます。

以上、よろしくお願いを申し上げます。

○戸塚道路整備課長 恐れ入りますけれど

も、また前の説明資料にお戻りいただきたい

と思います。説明資料の３ページをお願いい

たします。

今回、道路新設改良費の単県道路改築費と

しまして、右側の説明欄でございますが、植

木河内港線ほか16カ所で５億4,800万円のゼ

ロ県債である債務負担行為の設定をお願いし

ております。

補正予算につきましては、道路整備課はご

ざいません。

以上でございます。

○宮本道路保全課長 道路保全課でございま

す。資料の４ページをお願いいたします。

まず、道路災害防除費でございますが、今

。回4,000万円の補正増をお願いしております

これは、国道445号と清和砥用線の道路災

害復旧事業箇所の再度の災害を防止するため

の災害対策等、緊急事業推進費9,000万円の

内示増がございまして、また、国道212号等

の道路災害防除費の5,000万円の国庫内示減

によります差額4,000万円を計上しておりま
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す。

その次に、ゼロ県債を、災害防除費で3,00

0万円、歩道整備費で1,500万円、舗装や側溝

整備費としまして国道501号ほか51カ所で11

億500万円を計上しております。

道路保全課計で、補正後の額は190億6,208

万円となります。

以上でございます。

○松永河川課長 河川課でございます。５ペ

ージをお願いいたします。

最上段の河川改良費ですが、8,624万9,000

円の増額をお願いいたしております。

内容といたしましては、上から２段目の河

川等災害関連事業費で8,600万円の増額をお

願いいたしておりますが、これはことし７月

の梅雨豪雨の災害に伴う補正でございます。

また、３段目の河川等災害関連市町村指導

監督事務費でございますが、24万9,000円を

計上いたしておりますが、これは市町村の災

害関連事業に関します指導監督事務費でござ

います。

次に、４段目の単県河川改良費につきまし

ては、債務負担行為の設定でございまして、

説明欄に記載しておりますとおり、２億6,60

0万円を限度額として設定をお願いいたして

おります。

次に、海岸保全費につきまして、ゼロ県債

及びゼロ国債の負担行為の設定をお願いいた

しております。

まず、６段目の海岸高潮対策事業費でござ

、 、いますが 説明欄に記入しておりますとおり

ゼロ国債を３億8,000万円、同じく７段目の

単県海岸保全費でゼロ県債を4,800万円を限

度額として、それぞれ債務負担行為の設定を

お願いしております。

次に、６ページをお願いいたします。

１段目の河川等補助災害復旧費ですが、5,

200万円の増額を計上いたしております。

内訳としましては、２段目の市町村災害復

旧指導監督事務費でございまして、5,200万

円を計上いたしております。これは市町村の

補助災害復旧事業に関する指導監督事務費で

ございます。

それから、３段目の現年発生国庫補助災害

復旧費において、説明欄に記載しております

、 、とおり 平成20年度から21年度にかけまして

総額６億6,000万円を限度額とした債務負担

行為の設定をお願いしております。これは小

川泉線の災害復旧工事に伴うものでございま

す。

次に、４段目の河川等単県災害復旧費につ

きましては、8,999万8,000円の計上をいたし

ております。

内容といたしましては、５段目の現年発生

災害復旧工事費で、これは補助災害復旧事業

の対象基準を満たさない県単独によります災

害復旧事業費でございます。

以上、河川課の補正総額は、６ページの最

下段にありますとおり、２億2,824万7,000円

を計上いたしております。よろしくお願いい

たします。

○生喜港湾課長 港湾課でございます。７ペ

ージをお願いいたします。

一般会計でございます。

上段の重要港湾改修事業費のゼロ国債でご

ざいますが、熊本港における債務負担行為の

設定でございます。これは９月から翌年３月

までの間ノリの養殖が行われるため、その期

間の前に工事を終える必要があるためでござ

います。

中段の港湾施設保安対策事業費の債務負担

でございますが、八代港、熊本港における国

際埠頭施設警備業務に係る３カ年の債務負担

の設定でございます。

下段の単県港湾整備事業費のゼロ県債でご

ざいますが、河内港ほか２カ所、百貫港、長

洲港におけるしゅんせつ事業における債務負

担行為の設定でございます。これもノリの養
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殖の関係でございます。

次に、８ページをお願いいたします。

天草空港管理運営費の債務負担でございま

すが、天草空港の気象観測業務に係る債務負

担の設定でございます。

、 、 。以上 港湾課 よろしくお願いいたします

○西山砂防課長 砂防課でございます。９ペ

ージをお願いします。

砂防課としましては、単県砂防事業費にお

きましてゼロ県債の設定をお願いしておりま

す。宇城市大田尾川ほか４カ所で、限度額9,

000万円でございます。補正はありません。

以上でございます。

○松永河川課長 河川課でございます。

条例改正案３件について御説明を申し上げ

ます。11ページから16ページとなっておりま

す。まず、11ページをお願いいたします。

議案第16号熊本県流水占用料等徴収条例の

一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。12ページの概要で御説明を申し上げま

す。

２の改正する必要性についてでございます

が、許可数量を超過し、不法に流水を占用す

る者に対して罰則を設けることとしたため

に、関係規定を整備するということにいたし

ております。

これは、昨年来、全国で問題となりました

電力事業者による違法取水事件を契機といた

しまして、法令を尊守して占用等を行ってい

る方々との公平性を図るため、違反者に対し

て行政罰を科するというものでございます。

具体的な内容につきましては、３に書いて

ありますとおり、詐欺、その他不正行為によ

り流水占用料等の徴収を免れた者に対して、

徴収を免れた金額の５倍に相当する額、当該

５倍に相当する金額が５万円を超えないとき

は５万円を上限とする過料に処することにい

たしております。

この改正条例の施行日は、平成20年４月１

日としております。

次に、13ページの議案第17号熊本県海岸保

全区域及び一般公共海岸区域の占用料等徴収

条例の一部を改正する条例についてと、15ペ

ージでございますが、議案第18号熊本県一般

海域管理条例の一部を改正する条例について

でございますが、改正理由が共通でございま

すので一括して説明をさせていただきます。

14ページをお願いいたします。

２の改正の必要性についてでございます

が、許可数量を超過し、不法に海砂利を採取

する者に対して罰則を設けるということとし

たため、関係規定を整備するものでございま

す。

これは平成17年度に発覚しました海砂不法採

取事件を契機としております。

この事件に関しましては、本来支払われる

べきであった海砂利採取相当額に係る返還請

求を違反者に対して行っておりますが、県の

対応につきまして、当時の委員会におきまし

ても、もっと厳しく対応をすべきだという御

意見をいただいております。これらの経緯を

踏まえまして、法令を尊守し、占用を行って

いる方々との公平性を期するために、違反者

に対して行政罰を科するとしたものでござい

ます。

改正内容につきましては、流水占用料等徴

収条例と同様でございまして、詐欺、その他

不正の行為により占用料等の徴収を免れた者

に対して、徴収を免れた金額の５倍に相当す

る金額が、５万円を超えないときには５万円

を上限とする過料に処するということにいた

しております。

条例の施行期日につきましては、それぞれ

平成20年４月１日といたしております。

以上、説明を終わらせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

○鷹尾監理課長 第22号議案から第25号議案
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でございますが、工事請負に関する契約に関

する議案でございますので、監理課の方から

一括して御説明させていただきます。17ペー

ジをお願いいたします。

第22号議案工事請負契約の締結でございま

す。

工事名は砂原四方寄線地域連携推進改築

(西浦橋上部工)工事。工事内容は、溝渠、メ

タルの橋梁上部工でございます。工事場所は

熊本市貢町地内、工期は契約締結の日の翌日

から平成21年12月11日まで、契約金額は４億

、 。8,583万5,000円 これは税込みでございます

契約の相手方は高田機工株式会社福岡営業

、 。所 契約の方法は一般競争入札でございます

この西浦橋は、西浦川及び熊本市道に加え

て九州新幹線をまたぐ橋梁でございまして、

新幹線工事に支障が生じないよう工程を調整

しながら、本年度から平成21年度までの３カ

年債務により整備をするものでございます。

18ページをお願いいたします。

この資料は、平成19年６月に策定をいたし

ました熊本県公共調達改革基本方針の中で、

議会に付すべき案件につきまして、入札の経

過及び入札結果について報告をすることとな

っておりますので、その内容について御説明

をさせていただくものでございます。

まず、１番の競争入札に参加する者に必要

な資格といたしまして、上段の方から、建設

工事の種類、それから、経営事項審査の総合

評定値、営業所の所在地、施工実績、それか

ら最後に、配置予定技術者につきまして記載

のとおり条件を設定いたしまして、平成19年

９月20日に公告を行いました。

２番の開札結果でございますが、入札には

４社が参加をいたしまして、平成19年10月16

日に開札を行いまして、５億7,080万円の予

定価格に対しまして４億6,270万円、これは

いずれも税抜きの金額でございますが、４億

6,270万円で高田機工株式会社が落札をした

ものでございます。

次に、19ページをお願いいたします。

第23号議案、同じく工事請負契約の締結で

ございます。

工事名は氷川治水ダム建設(ゲート製作据

付)工事でございます。工事内容はゲートの

製作据えつけ工事、工事場所は八代市泉町下

岳地内、工期は契約締結の日の翌日から平成

21年10月30日まで、契約金額は４億9,245万

円、これは税込みでございます。契約の相手

方は西田鉄工株式会社、契約の方法は一般競

争入札でございます。

この工事は、既設の氷川ダムを２メートル

かさ上げすることに伴いまして、本年度から

平成21年度までの３カ年債務によりゲートの

製作据えつけ工事を実施いたしまして、かさ

上げ工事を完成させることで適正なダム管理

を図るものでございます。

次に、20ページをお願いいたします。

同じく、第23号議案の入札経過及び入札結

果についてでございます。

まず、１番の競争入札に参加する者に必要

な資格といたしまして、建設工事の種類、そ

れから、経営事項審査の総合評定値、営業所

の所在地、施工実績、配置予定技術者につき

まして記載のとおりの参加条件を設定いたし

まして、平成19年10月16日に公告を行ったと

ころでございます。

２番の開札結果でございますが、入札には

５社が参加をいたしました。平成19年11月７

日に開札を行い、７億4,206万円の予定価格

に対しまして４億6,900万円―いずれも税抜

きでございますが、の価格で西田鉄工株式会

社が落札をしたものでございます。

この入札につきましては、低入札調査基準

価格を下回りましたため、低入札価格調査を

実施いたしました。

調査の結果、工事費内訳書の内容及びその

根拠などにつきまして、項目や数量等、特に

問題となる点は見当たらず、また、社内組織

の見直しでございますとか外注費の削減等の
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合理化努力、さらに地域的なメリットなど最

大活用によりましてコスト削減を図ることも

可能と判断できますとともに、安全衛生管理

計画を策定いたしまして、ＩＳＯ9001に基づ

く品質管理を行うなど、安全管理や品質管理

についても問題ないと判断したため落札を決

定したものでございます。

21ページをお願いいたします。

工事請負契約の変更についてでございま

す。

この議案は、平成18年２月定例県議会にお

いて議決をいただきました工事請負契約につ

きまして、工事内容の変更のため契約金額の

変更を行うものでございます。詳細につきま

しては、22ページの概要により説明をさせて

いただきます。

工事名でございますが、熊本駅周辺連続立

。 、体交差工事他合併 工事内容でございますが

下水道雨水排水管工一式、工事場所は熊本市

横手２丁目地内、契約締結の日は平成18年３

月３日、工期は平成18年３月６日から平成20

年３月26日まで、請負業者は飛島・丸昭・橋

口建設工事共同企業体、変更契約金額は13億

6,185万円を2,199万795円減額いたしまして1

3億3,985万9,205円に変更をするものでござ

います。

変更の主な理由でございますが、施工いた

します下水雨水排水管といたしまして、既設

排水機場との接続箇所の土砂の撤去がござい

ますが、当初、通常の工法である立坑を設け

まして土砂を搬出する施工方法としておりま

したが、排水機場の上部から直接土砂を撤去

する施工方法につきまして請負者から技術提

案がありまして、この提案を採用することに

よりコストの縮減が図られましたため、減額

をするものでございます。

次に、23ページをお願いいたします。

同じく、工事請負契約の変更についてでご

ざいます。

この議案は、平成18年２月定例県議会にお

いて議決されました工事請負契約につきまし

て、工事内容の変更のために契約金額の変更

。 、を行うものでございます 詳細につきまして

24ページの概要により説明をさせていただき

ます。

工事名は熊本北部流域下水道(水処理施設)

工事他合併、工事内容は水処理施設工一式、

工事場所は熊本市鶴羽田町地内、契約締結の

日は平成18年３月３日、工期は平成18年３月

６日から平成20年３月14日まで、請負業者は

岩永・大政・山本建設工事共同企業体、変更

契約金額でございますが 11億2,350万円を2,、

700万6,982円増額いたしまして11億5,050万

6,982円に変更をするものでございます。

変更の主な理由でございますが、当初、建

設発生土の一部について、流用先が未定とい

うことで仮に計上しておったところでござい

ますが、建設発生土の有効利用を図るため、

他の工事と調整を図りました結果、流用先が

確定をいたしました。当初設定をいたしてお

りましたよりも運搬距離が延びたというとこ

ろから、土砂運搬に要する費用約2,700万円

の増額によるものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○生喜港湾課長 港湾課でございます。25ペ

ージ、26ページをお願いいたします。

第28号議案有明海自動車航送船組合規約の

変更に関する協議についてでございますが、

27ページの概要で御説明いたします。

変更いたしますのは、熊本県と長崎県で組

織しております有明海自動車航送船組合の規

約でございます。

変更の理由等は、同組合が策定し、ことし

２月の組合の議会において承認を受けた経営

健全化計画の実施に当たって、現行の管理者

制度を見直すことが必要となり、地方自治法

の規定により組合規約の改正について長崎県

と協議するものでございます。



- 9 -

主な変更点としましては、(1)の組合事務

所は２年ごとに長洲町と長崎県雲仙市国見町

に置いておりますが、これを雲仙市国見町に

固定されます。

(2)の組合議員に両県職員各２名が現在就

任しておりますが、これを両県副知事１名に

変えて、議員定数を12名から10名に削減され

ます。

(5)管理者につきましては、熊本、長崎の

両県知事が２年ごとに務めておりますが、民

間からの人材登用を図れるように、両県知事

が組合議会の同意を得て共同で任命するよう

に変更されます。

スケジュールとしましては、熊本、長崎の

両県議会で議決いただいた後は、両県で協議

を行い、総務大臣の許可を得まして、平成20

年４月から新しい体制に移行する予定でござ

います。よろしくお願いいたします。

○宮本道路保全課長 29ページをお願いしま

す。

第30号専決処分の報告及び承認についてで

ございますが、30ページの概要で御説明いた

します。

道路上の事故でございますが、日時が平成

19年７月12日午後７時40分ころ、場所は熊本

市小山１丁目の一般県道益城菊陽線におきま

して、和解の相手方が自転車を運転し同場所

を進行中、側溝ぶたが外れたところに前輪を

落下させ、転倒、負傷したものでございまし

て、損害額７万7,901円のうち、道路管理者

がその６割の４万6,740円を賠償するもので

ございます。

以上でございます。

○吉川住宅課長 31ページをお願いします。

県営住宅の明け渡し及び延滞家賃等の支払

い請求についての訴訟並びに即決和解に係る

専決処分の報告について、２件ございます。

まず、31ページですが、訴えの提起でござ

います。

県営住宅の明け渡し請求及び延滞家賃等の

支払い請求について、次のように訴えると。

これは、和解をするものでございまして、提

起するものでございます。当事者は、原告と

しまして熊本県でございまして、被告は、以

下のとおり、18人になっております。

32ページですけれども、３の事件の内容で

説明いたします。

被告らは、県営住宅の家賃を延滞または不

法に占有しているため、公営住宅法第32条第

１項に基づく県営住宅明け渡し及び延滞家賃

の支払い並びに損害賠償を求めるものである

としております。

請求の趣旨でございますが、(1)といたし

まして、被告らは、原告に対し、県営住宅を

明け渡せ、(2)としまして、被告らは、延滞

家賃及び訴状の送達日以降県営住宅の明け渡

し済みに至るまで、１カ月につき家賃相当額

、 、の割合による金員を支払え (3)としまして

訴訟費用は被告らの負担とする―33ページを

お願いします、との判決及び仮執行の宣言を

求めるものでございます。

訴えの遂行の方針としまして、弁護士を訴

訟代理人と定めます。それから、第１審の判

決の結果、必要がある場合は上訴するという

ことでございます。

34ページの概要をちょっと見ていただきた

いのですが、４番目、被告の滞納データでご

ざいますが、滞納総額として484万8,600円、

滞納総数は延べで226月となっております。

それから、訴訟の実施状況ですが、第１回

を昭和61年に第１次訴訟をやっております

が、今回で33回目となっております。延べ92

1人でございます。

報告２号につきまして、35ページをお願い

いたします。

これも専決処分報告ですが、これは起訴前

の和解についてでございます。

当事者は、申立人として熊本県でございま
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す。相手方は、以下７人となっております。

事件の内容ですけれども、36ページをお願

いします。

相手方らは、県営住宅の家賃を滞納してい

るが、毎月定額の分納による延滞解消を確約

するもので、訴訟前の和解が成立する見込み

がついたために、熊本簡易裁判所の和解勧告

を求めるものでございます。

、 、和解の趣旨といたしましては 相手方らは

和解条項のとおり、未払い賃金を分割して申

立人に支払うこと、違約したときは、申立人

は何ら催告を要せず、本件賃貸借契約は当然

に解約となり、相手方は、申立人に対し、直

ちに本件建物を明け渡すということでござい

ます。

内容としましては、(1)相手方らは、和解

条項のとおり、未払い家賃を分割して申立人

に支払う、(2)としまして、相手方らは、和

解条項のとおり、当月分の家賃を申立人に支

払う、(3)としまして、和解条項に違約した

ときは、申立人は何ら催告を要せず、本件賃

貸借契約は当然解除となり、相手方らは、申

、 、立人に対し 直ちに本件建物を明け渡すこと

(4)としまして、相手方らは、上記により契

約解除となった場合は、契約解除となった日

の翌日から県営住宅の明け渡し済みに至るま

で、１カ月当たり家賃相当額の損害金を支払

うこと、(5)として、和解費用は各自の負担

とするということでございます。

37ページに概要がございますが、これもデ

ータを載せております。

滞納総額としましては240万8,200円でござ

います。滞納総月数が延べで88月となってお

ります。

この即決和解の申し立てにつきましては、

平成15年４月１日から第１回目としておりま

すが、今回で６回目となっております。

以上でございます。

○井手順雄委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。質疑はありませんか。

○渡辺利男委員 河川課長にお伺いします。

ことしの豪雨災害の災害復旧が計上してあ

ります。先日、上田委員が質問されていまし

たけれども、美里町の早楠地域、そこはよく

山登りするときに二本杉に行くとき通るもの

だからよく知っておりますし、先日、日曜日

もちょうど通って見てきましたけれども、川

の真横に狭い道路があって、その横に家が８

軒ばかり点々とあるというところで、岩も、

もう部屋を超えるような岩がごろごろしとる

ところですよね。その大きな岩も動いていま

したもんね。あそこは、災害復旧事業をした

って、また大雨が降ったら間違いなく災害が

。 、出るような地域ですよね ああいうところは

この間の本会議での質問は、10戸以上ないか

ら、８戸だから、国の基準を満たせぬからと

いうふうなことだったけれども、そもそもあ

あいうところ、土石流のものすごいやっぱり

危険地帯については、むしろ200～300メータ

ー下ってもらったら、なだらかな平野がいっ

ぱいあるところに移転してもらうとか、そう

。 。いうことはできないんですか お尋ねします

○松永河川課長 河川課でございます。

今、美里町の早楠地区の災害復旧のあり方

についてのお話かと思いますが、国庫補助制

度で認められております災害復旧というの

は、基本的には原形復旧というのが原則でご

。 、 、ざいます ただ 再度災害を防止するために

災害関連事業として改良の要素を含めた災害

関連事業というのはございます。ただ、その

災害関連事業につきましても、そこに住んで

おられる方々に移転していただくという事業

ではございませんで、再度災害防止のための

改良、復旧についての制度はございますが、

そういう移転という制度は現在の制度の中で

はないというのが現状でございます。
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○渡辺利男委員 急傾斜地域なんかも、もう

本当に危ないところの家を移転して――まあ

建て直す際とかなんとかを含めて、移転され

る場合の補助制度、支援制度というのはある

でしょう、たしか。どうですか。

○西山砂防課長 今、委員がおっしゃられた

のは、がけ地近接等危険住宅移転促進事業で

すね。

○渡辺利男委員 はい。

○西山砂防課長 そういったやつの制度はご

ざいます。ただ、その制度自体は、要するに

もともとの家の除却とか、お金を借りるとき

の利子分とか、そういったやつについての補

てんということで、なかなか丸々家を建てか

えるみたいなところまでは今の制度上はなっ

ておりません。

それと、以前の水俣災害にしても、やはり

その被害に遭われた方は、その周辺で暮らし

たいという、再住という考え方を主に持って

おられて、なかなか移転するというものは今

まであんまりあっておりません。

○渡辺利男委員 水俣のあの土石流災害の地

域も、本当危ないところにまたやっぱり家を

。 、建てられていますよね ああいうのを見ても

やっぱり愛着というのはどうしようもなくあ

るんでしょうけれども、それならば土石流の

危険地帯に指定する意味というのは何なのか

なというふうに思うわけですよね。

だから、今あるところはしようがないけれ

ども、もうそれ以上は建築許可を認めないと

か、あるいはことしの早楠地帯みたいに、あ

んなやっぱりすごい状況になっとるときには

思い切って移転を呼びかけるとか、何かそう

いうことをせぬと、結局また災害が起きっと

じゃなかですか。あそこは、ものすごいやっ

ぱり土石流になるんじゃないですか。岩がご

ろごろして、あの岩が動き出したらひとたま

りもないですよね。早楠公民館なんか新品を

、 、つくってあるけれども 河川敷のとんと横で

またあれは壊れますよね。だから、もうだれ

が考えても、同じところを復旧したってまた

一緒だもんなと、ちょっと下れば平野がいっ

ぱいあっとになと思うとですよね。何かやっ

ぱり考えた方がいいんじゃないですかね。

○西山砂防課長 今、土砂災害警戒区域の指

定をやっていますけれども、その中では、一

つの方策として、要するに移転の勧告という

ことができるということにはなっておりま

す。ただ、先ほども申しましたように、要す

るに一定の補助しかできませんので、なかな

か住まれている方も、１戸建てで住まれてい

るところの方々は高齢になっておりまして、

新たにお金をさらに継ぎ足して建て直すとか

いうのは、なかなか希望がないみたいな状況

です。

○渡辺利男委員 まあ、トータルコストでど

っちが安くつくのか。そのまままた今のとこ

ろにしといて、また災害が起きたら、またや

っぱり税金も投じて復旧せなんと。まあ、今

の補助制度では不十分でしょうけれども、そ

れに何らか上増ししてでも移転してもらった

方が、安心してもらえるし、住めるし、長い

目で見ると安くつくということになるかもし

れぬしですね。ぜひ研究していただきたいと

思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○山本秀久委員 関連ですけれども、今まで

ずっと道路が普及しなかったり自動車が普及

してこない場合は、今まで災害が起きてない

んだな。そういうときに、実地条件を考えな

がらやってないものだから出てくるわけです
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よ。だから、そういうときに、よく実情が昔

のままであれば、改修したためにかえって災

害が起きる場合もある。そういうことが往々

にして多いんですよ。だから、そういう点は

実情を把握して、その地域の地形というもの

をよく考えてやってくれればいいけど、なか

なかそれまでいっとらぬものだから、かえっ

て今度は、今言われたように、何回も災害が

。 、起きるような状態が生まれてしまう だから

そういう点をよく考慮してもらえば、かえっ

て――昔はそこに何十年も住んで、災害は起

きてないんですよ。道路改修したり河川改修

したりなんかして便利になったために、かえ

って災害が起きる場合もあり得るものだか

ら、そこをよく研究してやってもらいたい、

というのが今後の対策の一つだと私は思いま

すよ。

○井手順雄委員長 要望でいいですか。

○山本秀久委員 要望です。

、 、そして もう１つつけ加えておきたいのは

その現状を把握せずによくやっている場合が

多いんです。前にも私は何回か言った。水が

多く出るところも水の少ないところも同じ側

、 、溝を入れてみたり ここはこれだけの大きい

これだけの水が出るんだから、ここの側溝は

これだけの側溝を用いなきゃならぬとか、こ

こは水が少ないからこの程度の側溝でいいだ

ろうとかいうのがないんだ。一律に全部やっ

てきとるものだから、全部そこのところの水

が多く出るところと出ないところの区別をや

ってないところが往々にして多いということ

を――だから、よく私は、現場に立って、現

場を見てからやってくれぬかと。だから、測

量するのも、よそから来た人間が測量したり

なんかしとるものだから、地元の測量がして

ないものだから実態がわかってないわけだ。

だから、そういう点を考慮してください。

以上、要望しときます。

○井手順雄委員長 よろしくお願いしときま

す。

ほかにございませんか。

○児玉文雄委員 24ページ、この契約そのも

のに対してではないんですが、ここに流用土

ですか、これが道路工事現場あたりを通ると

。 、よく見かけることなんですよ 流用土を使う

まあ使えということになっているのか、そこ

あたりは私もあんまりわかりませんが、かな

りの距離のところから流用土を持ってくる。

そうすると、上の工事現場の進捗状態という

か、上の方で泥がどんどん出るようになった

ら、下の方が、ちょっと待ってくれ、受け入

れられないとか、いろいろな問題が今までず

っと発生しておるわけです。

私は、上益城振興局の土木部に提案したこ

とがあるんですよね。ああいうことをやって

工事がおくれたら、コスト的にもばからしい

、 。だろうから どこか１カ所にそういう場所を

どこからの工事の泥が出てもそこに持ってい

くと、そしてそこに堆積しとくと。これは建

設業組合あたりで管理して、そしてその泥を

次の工事に持っていくと。そうするとロスが

ないような気がするんですよね。私は、１回

どまそういうことを話したと思うんだけど、

今確かに泥を流用するということは大変いい

ことだけど、いろいろ現場の事情によってこ

れがスムーズにいかないものだから、何かそ

ういうことは考えられませんか。どこかに堆

積して、そうすると工事も早く終わると、や

っぱりコストも下がると思うんですが。

○田口土木技術管理室長 土木技術管理室で

す。

今、お尋ねの土砂のストックヤードが必要

じゃないかということでございます。

まず、土木部でやっております建設副産物

の再利用指針というのがございまして、でき
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るだけ再利用しようというふうに考えており

ます。その中で、土砂につきましてですけれ

ども、発生土については、今インターネット

を使いまして各設計者が建設発生土の情報交

換システムというのを利用させていただいて

おります。

これはどういうものかというと、工事を担

当する者が、例えばＡ地区にどのくらいの土

量がありますよと、発生します、いつごろ出

ますと、もう一つは、うちの工事ではちょう

どいい盛り土区間があるからそこに利用した

いということで、それを情報交換をするとい

う制度でございます。そういうのは今実際動

いているわけですけれども、委員が言われる

ように、工期が合わないとか、そういう状況

でなかなか利用しづらいというのがございま

す。

そこはそうなんですけれども、そこで委員

が言われるストックヤード、各地区に１つポ

ケットを持っとけばいいじゃないかというお

話がございます。これは以前からいろいろ検

討はさせていただいておりますけれども、そ

の必要性も認識もしております。検討もして

おりますけれども、なかなか採算面とか運用

面でいろんな問題がございまして、今のとこ

ろまだ実現はしてないという状況でございま

す。

、 。ただ 実際やっているところもございます

例えば、河川敷といいますか、先行取得でと

った河川敷とか道路のバイパス区間で、早く

用地はできているけれどもまだ仕事ができて

ないところとか、そういうところにはある程

度仮置きをさせていただいているというよう

な状況でございます。

今後は、当然委員が言われるように、きち

んとしたストックヤードあたりを設けていき

たいなというふうには思っておりますけれど

も、今検討課題というか、まだ実現には至っ

ていない状況でございます。今後とも、そう

いう課題を詰めていきたいと思います。

○児玉文雄委員 ぜひ考えておいていただき

たいのは、これは我々素人が考えても、大変

あれはコスト的にも工期的にも、今やってい

るやり方は問題があると。ストックヤードと

いうのは、10トンダンプが行けるような道路

、 、沿いで ちょうど４～５年前の台風のときに

大変なくぼ地があるんですよ。田んなかが全

部災害でやられてしもうて、もう復旧しても

大した効果は上がらないと。だから、そこを

ストックヤードにすると、そして、もうそれ

は国道から見えないけれども近いし、町道も

ついとるし、大変便利ないいところだから、

その地域で仕事して余った泥はそこに一時置

いて、どこかほかにまたこれを流用すると。

私は採算も十分合うと思うんですがね。ブル

を１台置いて、そういう泥が入るときは、ま

あ当番制あたりでも、建設業協会あたりでダ

ンプがおろしたのをずっとならしていくと

か、何とかそういうふうにやれば……。そう

すると、確かにそれは資源は大事に使わにゃ

いかぬけれども、大体見た光景は工事がスト

ップしていますよね。こっちの工事とこっち

の工事が合わなくて、ほとんど何しとっとか

て、前持ってきた泥には草が生えとるごたる

状態で、もう何回もそういう光景を見てきと

るものだから、もう少しそこらあたりは考え

た方がいいんじゃないかなと私は思います。

ぜひ考えて実行してください。

○田口土木技術管理室長 今、委員の言われ

るとおり、我々もその重要性は認識いたして

おりますので、今後検討させていただきたい

と思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○岩中伸司委員 今のに関連して、ちょっと

１つだけ。

議案第25号の土砂運搬の距離が長くなった
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ということですが、どれくらいその距離はあ

るんでしょうか。

○冨田土木部次長兼下水環境課長 当初、未

定のところは一応５キロメートルで設定をし

ておったわけでございますけれども、幅から

いたしますと、大体５キロメートルから、一

番遠いところになりますと29キロメートルぐ

らいの距離で決まったということでございま

す。おかげさまでといいますか、基本的に公

共事業の中で流用ができたというような形に

はなっております。

○岩中伸司委員 25キロだったのが29キロに

延びたということですか。

○冨田土木部次長兼下水環境課長 １カ所じ

ゃない……

○岩中伸司委員 何カ所もあるんですね。

○冨田土木部次長兼下水環境課長 １カ所じ

ゃないので、５カ所ほどに分散して入れたと

いうことでございます。

○井手順雄委員長 じゃあ、着工前の想定と

いうのはなかったんですか。

○冨田土木部次長兼下水環境課長 想定を、

そういう場合は、基本的に一定の５キロなら

５キロということで決めて大体設定しており

ます。そういう形の中で……

○井手順雄委員長 その５キロの範囲内に捨

て場所がないというのが、想定内であれば、

最初からその５キロの設計じゃなしに、実際

の実施設計という形の中で最初から20キロ、

25キロというような予算を組んどけば、こう

いう増額補正というのはあり得ぬわけです

ね。

○冨田土木部次長兼下水環境課長 そこにつ

いては、基本的にいろんな工事があるわけで

ございますけれども、その中で今回の工事は

特に３年間にわたるということで、その中で

そういう捨て土先を決めていくというふうな

ことでございます。その中で、今回は、熊本

土木の管内でございますので、一応５キロと

いう形でとりあえず決めさせていただいて、

その後具体的に決めていったということで

す。

○井手順雄委員長 だから、設計する段階で

その辺も精査しながら、やっぱり詳細な設計

というのをやっていただきたいというふうに

思います。

ほかにございませんか。

○溝口幸治副委員長 ２点お尋ねをいたしま

す。

工事請負契約の締結についてのところです

、 、が この契約について云々じゃありませんが

私どもはことしの２月に中小企業振興基本条

例というものをつくりました。その中で、中

小企業を育成していくことは県の責務である

というような形で条例を制定させていただき

ましたが、とった業者がどうのこうのじゃな

くて、この後下請に出したり材料を仕入れた

りといろいろなことが出てくると思います

が、例えば県外業者の方がとられたときに、

県外業者の方に、まあ下請だとか材料だとか

そういうものを、どこを使ってくださいとい

うようなのは言えないんでしょうが、我々熊

本県では、この中小企業振興基本条例という

ものを制定して中小企業の育成に力を入れて

いると、そういう趣旨を踏まえてやっていた

だきたいという指導等々がなされているの

か。それから、県内であっても、下請をよそ

の県に出されたりとかもあるかもしれません

し、その辺の指導というか、アドバイスとい
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うか、その辺をどの程度やられているのかと

いうのが１点目。

２点目ですが、職員の給与に関する勧告を

、 。受けて 人件費の補正が今回上がっています

これについては、皆さん方も日ごろ頑張って

いらっしゃいますし、非常に厳しい、給料が

上がらない時代もありましたので、今回上げ

ることについては私個人としてはやぶさかで

はないというふうに認識をしているところで

ございますが、県民の皆様方からいろいろな

話を聞くと、なかなか県民の理解というもの

がすんなり受け入れていただけるとは思えな

い状況にございます。

例えば、県内経済は依然として厳しいわけ

ですが、そのような厳しさが果たして県職員

の皆様方に本当に理解できているのか、県民

の痛みがわかっているのかという率直な声も

あるわけです。例えば、こういう土木の人件

費が、総額幾らかわかりませんが、あります

よね。こういうものを、土木の人に出すんじ

、 、 、ゃなくて 何か違う 民間にでも委託すりゃ

80％、85％で受けるというところがあれば、

そこに出したらどうだとか、建設業の皆さん

方は、入札制度改革等もあって、非常に厳し

い状況で先行きが見えない、入札制度も変わ

って、昔は計画を立てて銀行の借り入れなん

かやっていたのが、くじ引きで決まっていく

と。そのような先行きがわからない状況の中

で、県職員だけ給料を満額払っていくんじゃ

なくて、その分入札して、例えば宮崎県に委

託してもよかじゃなかか、鹿児島県に委託し

てもよかじゃなかや、安ければというような

話も出ているわけですね。

そのようなところで、今回こういう案件が

出ていますので、部長のこの件についての認

識というか、上げることはやぶさかでないと

思っていますが、県民の皆さん方に理解をし

ていただく、そのためにはやっぱり皆さん方

は、資質の向上を図ってしっかりやっていく

んだという決意が必要だと思いますので、そ

のあたりを部長に御答弁をいただきたいと思

います。

○鷹尾監理課長 県外業者が受注した場合に

は、地元の企業や資材を活用いただくという

ことでございますが、基本的には下請以下の

取引については民民の取引ということが原則

でございますので、発注者の方から指導する

、 、といいますか 指定するというようなことは

これは独占禁止法上の問題もございまして、

これは無理という状況でございます。

、 、ただ せっかくの受注をいただきましたし

県内にも有能な会社がたくさんございますの

で、特記仕様書の中で、下請業者の活用に当

たって県内業者を活用いただくこと、それか

ら、資材の購入に当たっては県内から調達を

いただくようなことについて、まあ努力規定

ということで注意を喚起してお願いをしてい

るというところでございます。

○渡邊土木部長 職員給与の件でございます

けれども、溝口委員もおっしゃるように、私

ども県職員、これが県民の方々にとってどう

いうふうに我々県職員の姿を見られているか

ということは、我々が本当にきちんとやっぱ

りもうちょっと考えなきゃいけない部分とい

うのは相当あると思っています。給与もそう

、 。だし 仕事ぶりもそうだろうと思っています

、 、そこら辺は 日ごろの我々日常業務を通じて

ここら辺は職員、きちんと意識を持って、倫

理観を持って、いろんな仕事に、やっぱり県

民のためということをしっかり認識して仕事

をしていく、これが一番、これしかないと私

は思っておりますので、ここら辺については

十分土木部職員一丸となって、認識を新たに

して取り組んでいきたいというふうに思って

おります。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。
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○森浩二委員 さっきの24ページにも関係す

るんですけど、きのう少し説明を受けたんで

すが、油代の件ですけど、こういう長期的に

３年間工期がありますよね。これの変更した

ときの油代は、当初の契約の油代とか、現時

点の油代、どちらで入れていらっしゃるんで

すか。

○田口土木技術管理室長 当初の設計、３年

債務だとか２年債務だとかいうことで長期に

わたる場合がございますが、その中で当然資

材は上がっていく、下がる場合もございます

けれども、そういう場合がございますが、ひ

とつそういう場合については、熊本県の公共

工事請負約款の中の25条がございますが、一

応スライド条項というものがございます。そ

こで、一つは、そのスライドをする25条の中

にも３つございまして、スライドをやる、そ

れと単品だけ、例えば油代だけが上がってい

くと、それともう一つは、47年か48年ごろで

ございましたけれども、戦争とか、そういう

もので全体的にどんとインフレ的に上がって

いる、そういう３つの場合を想定したかたち

の契約条項がございます。

１つは、12カ月を超えるものにつきまして

は、当然物価が上がっていくということが想

定されます場合は、その甲乙のどちらかが非

常に施行が困難ということで協議をしていた

だければ、その中で認められるというか、協

議の中で対応していくということになりま

す。

それと、もう一つは、単品の場合がござい

ますが、単品の場合、12カ月ではなくて、お

のおので特に上がったということがあります

ならば、これはちょっと国との関係もござい

まして全国的な話になるわけですが、国とも

協議しながら単品の分でどういう形で上げて

いくかということになります。

それと、インフレの場合は、全体的なこと

で国の方からも指示が出るということになっ

ております。１つ、今現在鉄筋と特に燃料が

上がっているわけでございますけれども、こ

れにつきましては、９月に一度鉄筋と燃料の

単価アップをさせていただきました。それか

ら、10月には、また同じく鉄筋と燃料、それ

から生コン、それからアスファルト、それか

ら骨材、そういうもろもろを上げさせていた

だいたという、そういう状況にございます。

○森浩二委員 なるべく物価に合わせてやっ

てもらいたいと思います。

○岩中伸司委員 報告第１号で住宅課にお尋

ねしますが、かなり苦労されているように見

受けますけれども、それぞれこの間の状況を

ずっと表であらわしてありますが、最近被告

数がかなり多くなっているように思うんです

けれども、これはすべて完璧にというか、支

払い能力があるという前提の中での提訴とい

うことになるわけですか。

○吉川住宅課長 提訴する場合は、支払い能

力があるとかじゃなくて、支払っていただけ

ないから滞納額が、ここに書いておりますよ

うに、滞納月数が６カ月以上または滞納金額

が10万円を超えた場合でなかなか支払っても

らえぬ場合、こういう方々とは、一応連絡を

しまして事情を聞きまして、収入がどうか、

それから、収入申告のやり直しとか、賃料を

決めるために本当に収入がどうなのかを調べ

まして、お話し合いをしながら決めていくん

ですが、どうしても支払いが滞ったりあるい

はこっちからの働きかけについても全然打ち

合ってもらえない、ナシのつぶてというよう

なのがあって、滞納がずっと続くという方に

対して呼び出しをしますけれども、どうして

もやむを得ず提訴するということになってお

ります。

○岩中伸司委員 当然入居されたらその家賃
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を払うというのは大原則ですので、これは、

１つは県民の財産でもあるわけですから、き

、 、ちんとしてもらいたいというのと もう１つ

これを見てみれば、第１回が昭和61年て、20

年以上前の話になるので、この９人という、

ここはどんな現状にあるんですかね。20年前

、 、ということですけれども これだけに限って

ちょっと９人の方は現在どういう……まだ住

み続けているのかどうなのかを含めて。

○吉川住宅課長 現在住み続けておられるの

で提訴するわけですけれども、実は提訴を61

年にやっていまして、このときに和解をして

おります。ここに書いてあるように、分割払

いで約束をしていただいたんですが、その後

また滞納が始まったということで……(発言

する者あり)。失礼いたしました。このとき

の９人の方がどうなったかということです

ね。

このときの９人は、その結果として、判決

をいただいたのが２人、和解した者が７人に

なっております。判決をいただいた者につい

ては、多分強制執行がなされていると思いま

すが、この和解を含む７人につきましては、

ちょっと調査してみないとわからないんです

が、多分住まわれておる可能性があると思い

ます。それか、自己の都合で退去されたか…

…。

○岩中伸司委員 その和解の７人が住み続け

ているのかどうなのかわからぬというのがち

、 、ょっと私もわからぬのですが ある意味では

民間のアパートとやっぱり公営住宅の場合

は、住んでいる人も、何というかな、まあ居

座った方が勝ちというか、民間だったらすぐ

追い出しを食らうだろうと思うんですけれど

も、そういうのがやっぱり公的な住宅の場合

は、その人の収入に合わせて、まあそういう

配慮なんかもするわけですから、若干幅があ

って、そこに甘えてしまうという部分もかな

りあるんじゃないかなというふうな気もする

んですね。

ですから、そこら辺については、本当に手

助けをしなければならない、そういう財政状

況の人かそうじゃないかというのはきちんと

分けて厳正な対処をすべきというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

私から１点ちょっとしたいと思うんです

が、14ページ、海砂の罰則規定に関する条例

変更というのが出ておりますが、これは違反

すれば払わなんというのはもちろんこれは要

るんですけれども、これは海砂利採取の業者

に対しての罰則規定であるというようなこと

でございますね。そういった意味であれば、

逆に言えば、海砂採取というのが今行われて

おりますけれども、これが年々減少している

と、環境の問題で減少させているというよう

な状況があります。

、 。そういう中で こういうのが出ております

各年度に採取量限定の算定ということで、20

年から24年までの５年間に５％ずつ減してい

くというようなことでございますね。こうし

た中で、そうしたら、こういう罰則規定をつ

くるのはいいんですが、県の方でどんどん掘

る量を減らしていけば、いずれは限りなくゼ

ロに近づくというようなことでございます

が、このとき業者はどうやって生活を立てて

いくのか、それに対しての何かの手当はある

のか、この辺をちょっとお聞かせ願いたい。

○松永河川課長 河川課でございます。

きょう御提案させていただいております条

例の改正につきましては、先ほど説明の中で

申しましたように、海砂利の違法採取事件が

あったわけでございまして……

○井手順雄委員長 前段はいいです。そこら

辺をちょっと明確に。
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○松永河川課長 じゃあ、今回の趣旨は、そ

ういうことで公平性のために趣旨を条例改正

したものでございまして、今委員長のおっし

ゃいました５カ年間で５％ずつ削減していく

という……

○井手順雄委員長 年間でしょう。

○松永河川課長 年間５％ずつ削減していく

というその表につきましては、実は昨日の環

境対策特別委員会の方で環境政策課が委員会

の方に報告をいたしております。それをちょ

っと御紹介いたしますと、平成16年２月の県

議会、これは有明海・八代海再生特別委員会

から採取縮減の対応を早急に実施するように

という提言を受けまして、ことし３月に、今

委員長がおっしゃいました海砂利採取縮小の

方針をまず……

○井手順雄委員長 いや、それはいいんです

よ。それは全部わかっております。承知して

おります。しかしながら、そうやって削減し

ていくならば、業者は立っていかぬわけです

よね。そのときに、何か保障するのか、それ

とも量をどこかでとめるのか、そういう対策

を立てて、片やそれをやっていただいて、片

や罰則規定をつくると、そういった整合性が

私は必要だろうと。それは業者さんは、毎年

減らされるんだと、どうやって会社を立てて

いくんだ、従業員に給料はどうやって払おう

か、油は高うなったと、船の償却はどうしよ

うかというようなもろもろが出てくるわけで

すね。そこら辺は、決まったからといって、

ただ単純に減らしていくというのも整合性は

とれぬと私は思うんですが、そこの認識はい

かがですかという質問です。

○松永河川課長 確かに、特別委員会の提言

を受けまして、委員長がお手元に持っておら

れる５カ年間で５％ずつ減らしていきましょ

うという当面の縮減計画は、今実を言うとま

だ検討しているところでございまして……

○井手順雄委員長 業者は持っとるですよ。

○松永河川課長 それは事前に打ち合わせを

する中で出た資料かと思いますが、まず５カ

年間で縮減計画をつくった上で、当然特別委

員会なり議会なりの意見を伺いながら、その

先どうしていくかというのはその次の段階で

考えていくものだと考えております。

ですから、限りなくゼロに近づいていくと

か、海砂利採取の業者の方々がそのような状

況に仮になったとしますならば、当然今の縮

減計画なるものは見直していかなきゃいけな

いだろうと思いますし、今立てているのは、

あくまでも５カ年間で短期的な計画でござい

ますので、今の計画の中でどうするかという

ところまではうたってございません。

○井手順雄委員長 ５カ年間の短期契約とお

っしゃいますけれども、業者さんにしてみた

、 、 。 、ら 本当死活問題なんですよ 現状が まあ

それはいいでしょう。そういうことでありま

す。

それと、今熊本県は145万立米程度砂を使

っています。そういう中で、今熊本県が20万

、 。 、 、弱ですから 14％程度ですね そして 県が

長崎、佐賀、外国、このあたりから40％近く

の砂を今入れとるわけですね。すると、今、

佐賀、長崎が、来年、再来年度ぐらいにはも

う県外に持ち出すなというような機運が出て

きているという状況をお聞きしております。

、 、そうしたときに 県内のほとんどが公共工事

生コンクリートの骨材になっとるわけです

ね。こうした場合、その確保はできるのか。

これについて、何年計画、それが３年ぐらい

で県外から入ってこなかった場合、公共工事

で、生コン屋さんもあるわけですから、その
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分の砂にかわるやつをどこかから調達してく

るのか、そういう計画は何かあるんですか。

○松永河川課長 現段階で計画があるのかと

いうことにつきましては、ございません。た

だ、ことしの３月に特別委員会の方に報告い

たしました県の縮減の方針の中で、課題とし

て、海砂を縮減する結果としていろんな課題

が発生してまいります。その課題にどのよう

にして対応していくかということにつきまし

ては、提言の中で、具体的な対応として、公

共工事における海砂の使用ですとか、海砂の

代替材の普及方策とか、そういうものは引き

続き研究していくと、検討していくというこ

とで、県として特別委員会の方に報告を……

○井手順雄委員長 具体的にはまだやってな

いと。

○松永河川課長 まだやっておりません。

○井手順雄委員長 それはうそを言いよるこ

とだけんな。まあ、いいです。

それと、もう１点。今20万しか掘れぬでし

ょう。そうすると、やっぱり工事屋さんてい

うのは高い方に売りたいわけですね。工事用

に出したいわけです、その全数量を。そうし

たら、私たち海の観点、覆砂あたりの観点か

らいくならば、現状において覆砂には回さな

いと、もう工事に出してしまう、20万は。と

、 、なれば 私も組合長をやっていますけれども

ことしも地先に1,000立米、500立米砂が欲し

いわけですよ。そうしたら、買うところがな

いんですね、そうした場合来年から。こうし

たときに、それは今アサリ貝等々はやっぱり

覆砂事業のおかげで立っていると、これで生

活できるという漁民がたくさんいるわけです

よ。その漁民の皆さん方を守るためには、覆

砂事業が絶対必要なんですね。そういった観

、 、点からいくならば どんどん縮小していって

工事用に全部回ってしまって、覆砂ができな

いということになれば、私たちはどうすれば

いいのかなという懸念があるんですけれど

も、そこら辺のお考えを聞かせてください。

○松永河川課長 今の縮減計画を作成する上

では、環境政策課を筆頭に、河川課、水産振

興課、産業支援課という格好で、先生が今お

っしゃいました覆砂、漁業振興の観点から水

産振興課の方にも入っていただきまして、覆

砂の必要性については十分認識した上でつく

ろうということにしております。

○井手順雄委員長 いや、この間レクしたけ

れども、総数量は絶対変えませんというよう

なことを言っとるわけですよ。断固そういう

ことを言っているのに、今言いよるとは、総

量を変えるという意味ですか。

○松永河川課長 県の方で示しました方向性

の中に、当然覆砂の方には配慮するというこ

とで言っておりますし、今原案として定めて

おります採取量につきましても、覆砂につい

ては縮減の対象としないということを基本に

今整理をしておるところでございます。

○井手順雄委員長 全然違いますね、私との

話のレクの中で……。

○渡邊土木部長 ちょっと私の方からよござ

いますか。

、 、 、やはり今 何というか 海砂利については

いろんな環境問題で縮減方向というのは、こ

れはもう特別委員会の中で検討されてきたこ

とですので、それに従って今検討していると

いうことですけれども、この量的なものにつ

いては、やはり今河川課長が申しましたよう

に、それを踏まえて全庁的に今検討している

ということで、なかなか私ども独自では、こ

の量に対して、特に覆砂、我々は必要と思い
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ます。だから、そういうものに対して、どう

するというような明快な答えがなかなかでき

かねますので、そこら辺についてはぜひとも

御了解をいただきたいと思います。

○井手順雄委員長 それなら、土木資材の確

保なんかはどうしますか、この辺は。確保の

観点からいくならば。

○渡邊土木部長 土木資材の確保につきまし

ては、先ほど委員長がおっしゃったように、

140万、全体使う中の半分ぐらいを海砂が占

めていると。その中で、特に生コン用という

のが非常に多い、８割ぐらいというような話

になっていまして、それをどうするのかと。

今すぐ全面的にこれがだめだということにな

ると大混乱を起こします。これは間違いござ

いません。ただ、将来的には、私ども、やっ

ぱり海砂が減少傾向にあると、つまり環境問

題で、まあ有明、八代海は特に閉鎖域ですか

らいろんな問題が大きいということで特別委

員会でもそういう方向が出された、県外も、

まさしくおっしゃるように、同じような環境

問題でやはり縮減方向に行っているというの

は認識いたしておりますので、将来ともに減

ってくるだろうと。となれば、代替材をやは

り我々は検討しなければならないし、工法も

やはり変えていかなければならない、これも

検討しなければならないだろう。ただ、それ

は今検討の段階にありますけれども、まだ問

題が非常に多うございます。

それと、やはり将来的には、もう循環型社

会ということで再生資材をどれだけ使いきる

かという、そこら辺にかかってくると思いま

すので、ただ時間はちょっとかかりますけれ

ども、海砂にかわるものとするなら、我々の

建設資材は、やはり今からそういう方向に向

かっていくべきだろうというふうに考えてお

ります。

○井手順雄委員長 まあ、この問題は尽きな

い問題でもあろうし、また、海砂を掘らんだ

ったから、それなら山からとろうと、それな

ら山の環境破壊につながると、そういうやっ

ぱり要素が含まれておりますので、そしてま

た海砂と、採取を決めるのもいいけれども、

業者さんという人がいらっしゃるわけです

ね。掘る人、これらの生活というのも何らか

考えてやらんば、ただ罰則を強化せなん、こ

れは当たり前です。どんどん強化していいん

です、泥棒とかせぬように。強化はしていい

んだけれども、それなりにやはり生活という

のもあるわけでありますので、そこら辺は総

合的に見て、補完性がとれるような対策を県

としてはやっていかぬと、あくまでも納税者

。 、 。です 県民 県税を払っとるわけですからね

その辺は十分配慮していただきたいと。

○渡邊土木部長 全く委員長おっしゃるとお

りで、業者さんがおられる、そこについては

きちんとやっぱり配慮すべきだろうと私は思

っていますので、これはやっぱり全庁的にそ

こら辺は、縮減するのであれば、そういうの

もきちんと考慮してやるべきだというふうに

思います。

○井手順雄委員長 お願いします。済みませ

んでした、私ばかり。

ほかにございますか。――なければ、これ

で質疑を終了いたします。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第16号から第18号まで、第22号

から第25号まで、第28号、第30号、第32号、

第34号及び第35号について一括して採決をし

たいと思いますが、異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。

議案第１号外12件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません
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か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 御異議なしと認め、議案

第１号外12件は、原案のとおり可決または承

認することに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査をすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 では、そのように取り計

らいます。

次に、その他に入ります。

執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。

まず、報告について執行部の説明を求めた

後に質疑を受けたいと思います。

それでは、戸塚道路整備課長から説明をお

願いします。

○戸塚道路整備課長 道路整備課でございま

す。

お手元の方にお配りしております報告事項

１、Ａ４版縦型が１枚あると思いますので、

その御説明をいたします。

会計検査院決算検査報告における指摘の件

でございます。

去る11月９日に会計検査院から内閣へ提出

されました平成18年度決算検査報告で、本県

が事業主体となって実施しました国土交通省

所管補助事業の五和中央線緊急地方道路整備

事業(城木場２号橋)これは県の代行事業でご

ざいまして、これにつきまして設計不適切で

ある不当事項として指摘を受けましたので、

御報告いたします。

指摘内容といたしましては、本県が平成17

年度、18年度に天草市五和町で実施しました

城木場２号橋の橋台２基の基礎ぐいに関する

ものでございます。

現場で築造します鉄筋コンクリートぐい、

いわゆる場所打ちぐいで使用するコンクリー

トの強度を誤ったため、応力計算上での安全

な範囲を超えておりまして、所要の安全度が

確保されていない状態になっていると、こう

いう指摘でございます。

県が工事施工業者に発注する仕様書の作成

段階で、生コンクリートの注文強度を設計計

算で用います強度に取り違えて指定したため

に、くいコンクリートが強度不足となったも

のでございます。

このようなことが生じましたのは、この工

事におきまして、設計等の理解が十分でなか

ったこと、それと発注段階から完成に至るま

での各段階でのチェックが不十分であったこ

とによるものでございまして、県民の皆様に

御心配をおかけしたことをおわび申し上げま

す。

今後このようなことが再度発生しないよ

う、再発防止策を講じまして、職員のスキル

アップと工事の発注から完成に至る各段階で

のチェックの徹底を図っているところでござ

います。

対策工事につきましては、関係当局と協議

を行いまして、既に完了しております。これ

によりまして、この橋梁の安全性は確保され

ており、国への補助金の返還は求められてお

りません。

以上で報告を終わります。

○井手順雄委員長 報告は終わりました。

その他も含めて、ここで質疑を受けたいと

思います。ありますか。

○堤泰宏委員 私は阿蘇のことで恐縮ですけ

ど、河陰阿蘇線という県道があります。今何

か改良工事が始まるといううわさを聞いて、

何であそこをするとだろうかと。この前振興

、 、局に電話しましたら 平成17年に調査したら

１日270台ぐらい通る何か調査結果が出とる
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そうであります。しかしながら、今、俵山ト

ンネルの開通後に県道熊本高森線は、グリー

ンピアの取りつけ道路から東側がほとんど工

事が進んでおりません。非常に危険であると

いうことで要望も出してあります。

、 、 、それから もう１つ 高森地内の津留柳線

大変な努力をしていただいて橋梁のかけかえ

をやっていただきました。10年ぐらいかかっ

たですね。完成後もう４年ぐらいかな。その

前後の取りつけ道路が全く改良がしてありま

、 。 、せんので 大きな車両が通らないと 例えば

結婚式があり、非常にあそこは高齢化率が65

％ぐらいです。結婚式場から案内のバスが来

るのに、そこの津留という部落に車両が来れ

ないと。東中のところまで小さい車両で出て

いって、そこで結婚式の車両に乗らなければ

結婚式場にも行けないと。まあ、これは一つ

の例ですよね。それぐらい道が狭いと。せっ

かく大きな予算で橋をかけかえてもらったの

に、橋が有効に使われていないと。河陰阿蘇

線は270台と、それを改良するという計画が

あるということを聞きました。振興局に聞き

ましたところ、改良する計画があるようでご

ざいます。

実際、今、費用対効果とか、非常にそうい

う言葉も聞きますので、まず県道熊本高森線

のグリーンピアからの東側、これをひとつ検

討してもらいたいというのが住民の意見でご

ざいます。それから、津留柳線の橋のかけか

えをやった効果が出ていないというので、こ

れも費用対効果が非常によくないという声が

出ておりますし、私もそう思いますので、一

応お考えを聞きたいなと。また、要望も含め

て述べさせてもらいました。

○戸塚道路整備課長 今、委員の方からお話

がありました河陰阿蘇線につきましては、交

通量270台という、極めて一般県道としては

少ない交通量、その中で阿蘇振興局の方がど

ういった目的で事業計画を立てているかとい

うことに関しては、また再度確認したいと思

いますけれども、ただ、地域の生活道路を整

備する中では、必ずしも２車線道路で実施す

るということだけではなくて、やはりそこで

ネックになっている事柄について、応急的な

対応とか局部的な対応とかという事情もござ

いますので、その付近は振興局の方に確認さ

せて、その事業計画についてはちょっと調べ

させていただきたいということでございま

す。

それと、津留柳線につきましては、委員お

話しのとおり、数年前までに田代橋という橋

梁工事を伴いますような一つの地域の生活道

。 、路という形で改良を実施しております 多分

当時は、その橋の場所が一番ネックだったと

思いますけれども、その箇所が解消されます

と、また新たな箇所がネックという形で顕在

してくると、そういった事情もあろうかと思

いますけれども、その中で、やはりせっかく

やったところを生かすためには、今までどお

りやれればいいんですけれども、財政事情と

かがあれば、ネックとなるところをどうやっ

て解消するかという、まあ２車線にとらわれ

ないような形ででも計画を進めていきたいと

思っております。

なお、熊本高森線につきましては、現在文

化財調査とかということを行いながらも現道

拡幅の工事も進んでおりますし、去る９月以

降、事業説明もいたしましたし、用地の理解

も得られる中で事業を促進しているという状

況でございます。

以上でございます。

○堤泰宏委員 河陰阿蘇線は、大体通称立野

の赤橋、あれができる前はよくあそこを使っ

とったんですよ。もう40年前の話ですね。あ

の赤橋ができてからは、もうあんまりみんな

重宝がらぬような道でございます。270台し

か通らないというのが一つの数字で証明され

ていると思いますし、私の感じでは270台以
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下だというふうな気もします。私も、ちょっ

と見てくれということで見に行きましたとこ

ろ、ほとんど車は通らないですもんね。費用

対効果を考えれば、やはりどんなに説明して

もあそこを改修するということは、地域住民

が余り納得しないと思うですね。

以上でございます。

○井手順雄委員長 ほかに。

○渡辺利男委員 ２点ほど。

１点は、河川課になるのかな、天草の路木

ダムについてちょっとお尋ねをしたいと思い

ます。

地元でも何か反対の声が出ているというこ

とで、現場を見ないことには私どもも判断で

きぬものですから、先日、天草市の担当の方

の御案内で見てまいりましたけれども、利水

の面についてはある程度理解できるという感

じでしたけれども、治水については大丈夫か

、 。なという思いですよ 現場を見てみてですね

貯水容量なんかを見ますと、むしろ治水対策

の方が大きいわけで、229万トンのうち洪水

調節が116万トンでしょう。利水は92万トン

で、そっちの方が多いわけですが、治水対策

としてこのダムが本当に必要かと問われた場

合に、大丈夫なのかなという思いがします。

まず、この路木ダムの今後の進め方といい

ますか、今の進捗状況と今後どういうふうに

進められていくか、それをまず聞かせていた

だいて、その次に、治水対策はどうしても必

要だという部分をちょっと説明していただき

たいと思います。

○松永河川課長 河川課でございます。

路木ダムにつきましては、多目的ダムでご

ざいまして、洪水調節と水道用水、それから

正常な機能の維持ということで現在取り組ん

でいるダムでございます。

現在の進捗につきましては、工事用道路、

つけかえ道路についてはほぼ完了をいたして

おります。残りにつきましては、ダム本体の

仮設備ですとか、そのような工事を残すのみ

となっております。完成年度が25年度中を目

途に現在事業に取り組んでいるダムでござい

ます。水道事業につきましても、26年度から

の供用開始を目途に進められているダムでご

ざいます。

それから、治水対策についてでございます

が、私どもが治水計画を策定しますときに、

既存の洪水がどうあったかとか、あるいは整

備水準、どの程度の洪水の安全度を見ればい

いかということを基準に治水計画を立ててま

いります。その場合に、路木川につきまして

は、治水安全度が30分の１、30年に１遍を切

るぐらいの洪水に対して安全が確保できるよ

うな治水対策をとるという前提で整備計画を

立てております。

具体的には、基本高水、これは、ダムがな

い場合に、30年に１度の雨で毎秒140トンの

。 、流量が発生すると考えております そのうち

現在の川に流せる分が60トンということで、

残りはダムで調節しようという治水計画でダ

ムを検討しているものでございまして、ほか

の河川改修とか、ほかの治水対策とも当然比

較をいたしておりますし、ダムが最も効率的

であるということでダムで実証しているもの

でございます。

○渡辺利男委員 まず、今後の進め方ですけ

れども、じゃあ本体を残すのみということで

すけれども、あと５年間ですが、その前に再

評価委員会にかける時期が来るんじゃないで

すか。それは来年ですか。

○松永河川課長 事業の再評価につきまして

は、５年ごとに必ず受けるということになっ

てございまして、路木ダムにつきましては来

年度の再評価委員会に諮るという予定をいた

しております。
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○渡辺利男委員 路木ダムというのは県の事

業ですけれども、再評価委員会のメンバーと

いうのは、何人でどういう方がいらっしゃる

んですか。実は、天草も、去年ちょうど再評

。 、価をかけているんですね それを見ましたら

まあ大学教授が１人ぐらいで、あとは地元の

肩書のある方をずらっと並べてあるだけで、

専門的なことはよくおわかりにならない方が

多いのではないかなという私の印象でしたけ

れども、県の再評価委員会というのはどうい

う方ですか。

○田口土木技術管理室長 土木技術管理室で

ございます。

再評価の委員のメンバーでございますけれ

ども、専門分野と一般分野ということで12名

いらっしゃいます。その中で、専門分野の中

の人たちでございますけれども、６名いらっ

しゃいますけれども、その中の５名が大学教

授で、そのうちの１名の方が委員長をされて

おります。あと一般分野につきましては、大

学の先生もいらっしゃいますけれども、特に

マスコミの方、それから地域の実情をよくわ

かっている方で構成されています。

○渡辺利男委員 じゃあ、そのメンバー表を

後で見せてもらってよろしいですか。

○田口土木技術管理室長 わかりました。

○渡辺利男委員 それで、先ほど治水の部分

の説明はあの程度だったんですけれども、大

、 。丈夫かなと思うんですよね はっきり言って

その再評価委員会の皆さんが現地を見に行か

れたらどう思われるかなと。90戸か80戸か、

まあここが水害に遭う地帯だからと言われて

いるけれども、ちょっと首をかしげたくなる

ような集落ですよね。その川とあんまり関係

ないところ、そこを治水対策と称してつくら

れているような計画なので、ちょっと……。

あと羊角湾に対する環境問題等々、いろいろ

あると思いますけれども、これは再評価委員

会のそういう専門家の方がいらっしゃるな

ら、そこを見守りたいと思いますけれども、

ぜひこの治水対策についてはもう少し、例え

ば、ちょっと無理があるならば、この多目的

ダムに今なっているけれども、これを治水対

策をなくしたダムになったらどうなるのかと

か、大きさとかあるいは費用とか、そういう

のも含めてやっぱり考えてみてもいいのでは

。 、ないかなというふうに思っております まあ

きょうはそこまでにしときたいと思います。

それと、もう１点、よろしいですか。

ことしはいろんな偽装がたくさんありまし

たけれども、吉兆なんていう料亭は行ったこ

とがないから関係ないですけれども、リフォ

ームの偽装の被害というのは結構今多くて、

私も何カ所かそういう実態を見に行ってきま

したけれども、これからリフォーム産業とい

うのはふえるばかりで、少子化の中で、新た

に家を建てぬでもどっちかの両親の家をもら

えばいいわけで、リフォームというのはふえ

てきます。高齢者もふえてきます。

ところが、リフォームが非常に偽装が多く

なってきているというのは、どうなのでしょ

う。建築課の方の建築指導とか確認とか、リ

フォームについては何かそういう指導とかチ

。 、ェックできる体制があるんでしょうか まず

そこをお尋ねしたいと思います。

○鷹尾監理課長 リフォーム工事ということ

であれば、建設業法でいう建築工事に該当す

る場合があろうかと思われますので、基本的

には該当すれば建設業法からの許可なり指導

なりということが一つ考えられようかという

ふうに思っておるところでございます。

ただ、基本的には、契約締結の内容につい

て、契約者との間でのトラブルということで

あれば、建設業法上は、その約款に契約締結
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が行われていれば、建設工事の紛争審査会と

いうような制度もございまして、司法に至る

前の事前の解決機関というようなものは県の

方では準備はしておるところでございます。

ただ、リフォームの中で、小額工事になっ

て、許可を得ずに小額でやっていらっしゃる

方もあろうかと思いますが、なかなかそのあ

たり目が届かない分野もあろうかと思いま

す。消費生活に関する問題も絡んでおろうか

と思いますので、そういう実態があれば、そ

ういう関係部局とも連携をいたしながら、行

政としてどういうことができるのか、再度研

究していく必要はあろうかというふうに思っ

ております。

○青木土木部次長 補足させていただきま

す。

財団法人の熊本県建築住宅センターが主体

となりまして、私ども行政とも連携をしなが

ら、一般県民の方に対する各種の情報提供あ

るいは普及啓発といった取り組みを行ってお

ります。

その中で、例えば消費者向けの講演会です

とか相談会の開催ですとか、それから、市町

村や建築士会の支部といったところに相談窓

口の設置をお願いするといった取り組みを行

っております。地道な活動ではございますけ

れども、そういった取り組みを通じまして一

般の県民の方に、こういったものについても

いろいろな努力をしているところでございま

す。

○渡辺利男委員 金額で違うというふうに言

われましたけれども、まあピンからキリまで

あって、数十万のリフォームから1,000万を

超えるようなとかいろいろあります。金額で

そういう建築確認とか……

○鷹尾監理課長 建設業法で許可を必要とす

る建築工事につきましては、1,500万円また

は150平米以上の工事を行う場合には、これ

は建築工事が必要ということになります。か

なり建築では高額でございまして、1,500万

というと、まあ家を建てるということで、リ

フォームの範疇を超えるかなということを考

えますと、大体リフォームでやっていらっし

ゃる方は無許可でやっていらっしゃるという

ケースが多いんじゃないかなというふうに考

えられるところでございまして、なかなかそ

のあたりについては私どもの方で手の届かな

いところもございますので、先ほど申し上げ

たように、消費者相談といいますか、そうい

うところでの対応あたりも必要になってくる

のではないかと思っております。

○渡辺利男委員 1,500万超えるのは少ない

方だから、それ以下の部分がリフォームとい

うのは多いですから、ほとんど届け出なしに

といいますか、まあ名のある業者のところに

頼んだのに、結局しに来たのは孫請ぐらいで

めちゃくちゃなことをされて、後で、要する

に終わった後ですぐはわからぬものだから、

後でいろんなことが、裏をはがしてみたらめ

ちゃくちゃだったとか、いっぱいあるんです

よね。

そういうのに対して、やっぱり建築業界を

指導される立場として、もう少し啓発とかチ

ェック体制とか、そういうのはできぬものか

なというふうに思いますけれどもね。消費生

活センターですか、あそこに行けということ

でしょうけれども、やっぱりその前に防ぐた

めに、偽装させないために、そういう業界に

対する指導、啓発というのをもう少し……。

○鷹尾監理課長 建設業協会の中でも建築を

主体とする方々のお集まりもございまして、

今後の建設投資がなかなか厳しい中で、リフ

ォームというのは有望な分野であろうという

ことで、そういう分野に力点を置く企業も生

まれているようなお話も聞いておるところで
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ございます。私どもも、そういう場を通じな

がら、健全な業者育成ということで、できる

限りの支援をしてまいりたいというふうに考

えております。

○渡辺利男委員 優良業者といいますと、Ｊ

ＡＳマークじゃないけれども、そういうのを

発行して、そういうところにみんな注文する

ようにとか、そういうことはできぬものです

か。

○青木土木部次長 ちょっと補足させていた

だきますと、主に住宅供給事業者によりまし

て、県内でも住宅リフォームに関する協議会

――任意でございますが、事業者の方の集ま

りなども設けられております。こういった中

で自主的な取り組みも進められておりますけ

れども、前にも御指摘のありましたような点

も含めまして、さらに取り組みを強めていた

だくように、私どもとしても働きかけていき

たいと考えております。

○井手順雄委員長 ほかにございますか。

○児玉文雄委員 特定財源の件を。

○井手順雄委員長 それでは、ほかにその他

はもうないですね。

それでは、ここで児玉委員の方から、道路

特定財源の決議案が提出されておりますの

で、御説明をひとつよろしくお願いしたいと

思います。

○児玉文雄委員 もう皆さんも御存じと思い

ますが……

○井手順雄委員長 案は配って結構ですか

ら。

○児玉文雄委員 案はもう配るね。

（決議(案)配付)

○児玉文雄委員 特定財源確保について、我

々建設委員会でも、決議をして国に出したい

という気持ちを持っておるわけでございま

す。

11月15日に、東京で、九州国会議員の皆さ

んと各県議会から若手の皆さんが上京され

て、懇談会もされ、私も急遽行ってまいった

わけでございますが、それと、この地下会議

室で地方６団体の決起大会もございました。

話を聞けば聞くほど、我々は、今までこの

特定財源を頼りに楽しみに道路ができるのを

待っておったのですが、今になって暫定分を

３月31日の期限に通すとか通さないというよ

うな話も聞こえてくるわけでございます。

特に、熊本県は、今新幹線工事もやってお

るわけですが、在来線の高架化等については

この道路特定財源が使われるし、阿蘇の方か

ら中九州高規格道路、または御船延岡横断道

路、また、西回り高規格自動車道路、天草地

域道路と、今たくさんの道路建設を手がけて

おるわけでございます。

そういう中で、この財源が万が一暫定分が

国会の中で通らないというようなことがあれ

ば、もう本県にとっては100億円のマイナス

だそうでございます。そうすると、各町村が

60億円。これはもう来年度の予算は組めない

んじゃないかというような大変心配もされて

おる時期でございますので、ぜひ委員の皆さ

ん方の全会一致の御協力をお願いして決議を

。 、やりたいと 案はただいま配ってありますが

ぜひ皆さんの御協力をお願いいたします。

○井手順雄委員長 わかりました。

それじゃ、これを読ませますかね。(｢もう

いいですよ」と呼ぶ者あり)よかですか。も

う執行部の意見もよかでしょう。わかっとり

ますけんね。

○渡辺利男委員 私、意見があります。
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児玉先生の言われる意味は十分理解した上

でですけれども、暫定税率の維持ということ

については私もいいと思います。なかなかや

っぱり一たんなくしたら、新たな財源をつく

るのは難しいですよね。これは必要だと思い

ますが、この１点目の一番上の行の「一般財

源化することなく道路整備に充当すること」

ということが入ると、私はなかなかうんと言

えないんですよ。

というのは、やっぱりこれは地方の自由に

使わせるようなお金にある程度すべきだとい

うふうに思います。道路が必要なところは道

路をつくればいいわけで、例えば、もう少し

発想の転換を図らにゃいかぬと思うのは、こ

こは天草出身はいらっしゃいませんが、例え

ば天草を例にとって言いますと、90分構想が

できたのはもう20数年前ですけれども、それ

にしたがってどんどんどんどん道路高規格も

できました。有明まで10数キロで、15分ぐら

い短縮するのに450億かけてあれをつくった

わけですよね。それから、今度は１号橋も新

たにつくるとか、あるいは高規格、また宇土

半島のど真ん中をつくっていくとか、90分構

想、20数年前、まあ右肩上がりの時代に考え

、 、た発想でずっとやっているわけですが ただ

もう人口減少時代に入って、2035年に熊本県

の人口は30万人減ると。天草の推計を見ます

と、今の大体60数％の人口になっていると。

天草の道路は、今１日２万2,000台ぐらいで

すか。それが、多分１万台になっているだろ

うと思われます。

そういう状況なのに、まだ道路高規格も含

めてああいうところに道路をつくり続けない

かぬのかなと。それよりもむしろ、バスだっ

てもう赤字で走らぬようになるわけだから、

福祉バスにお金を使おうとか、地方の発想で

自由に使えるようにすべきだというふうに私

どもは思っておりますから、ここの部分「一

般財源化することなく道路整備に充当するこ

と」ということが入るならば、残念ながらち

ょっと賛成しかねます。

○井手順雄委員長 ここがみそどころだろう

な。

○児玉文雄委員 やっぱりあんまり今まで道

路建設には時間がかかってきとるわけですよ

ね。先ほど堤委員も言われたように、田舎の

方に行くと、50人乗るバスが行かないんです

よ。だから、どこそこまで出てこいと、それ

からバスに乗っていくと、そういう状況で、

そういうことはやっぱり格差がひどくなって

いると。

それと、この特定財源を払っている人は、

どちらかというと田舎の方が多いわけですよ

ね。交通機関がないものですから、やっぱり

田舎はどうしても車に頼らなきゃいかぬと、

そういうようなことで大変税金も払ってい

る。今まで都会の高速道路あたりは大変でき

ましたが、地方は今からだもんだから、ぜひ

ここらあたりは……。

これは案でございますので、渡辺先生、委

員長、副委員長とちょっと話し合いをされて

……

○井手順雄委員長 そういうわけにはいかぬ

でしょう。ここで決めにゃいかぬですよ。

執行部は、この一般財源化というのは、ど

ういうとらえ方をしとんなはるですか。

○戸塚道路整備課長 道路特定財源というの

は、先ほどお話がありましたとおり、受益者

負担という中での理解のもとでやっておりま

すので、こういった一般財源化した場合に納

税者の理解がとれるかどうか、その範疇がそ

れに合うかどうか、これが一つ問題かと思っ

ております。

あと一つは、道路特定財源の中で、一般財

源化というのが出てくる中で、余っていると

いうような話があっておりましたけれども、
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これはシーリングの中で余剰が生じていると

いうことであって、少なくとも地方の道路特

定財源は、道路特定財源だけで45％ぐらいし

か賄っておりません。そのほかは、ほかの自

主財源とか起債とか、そういったことを充て

てやっと実施しているという状況でございま

すので、道路特定財源が余っているという状

況ではございません。

○井手順雄委員長 わかりました。

じゃあ、これはもう議論するあれがありま

せんので、ここで挙手をもって採決をしたい

と思いますが、よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 じゃあ、この案について

賛成の委員の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手)

○井手順雄委員長 挙手多数と認め、御賛同

いただきましたので、決議として本会議に提

出したいと思います。

これで議事はすべて終了いたしました。

なければ、以上で本日の議題はすべて終了

します。

最後に、要望書が11件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。

それでは、これをもちまして第４回建設常

任委員会を閉会いたします。御苦労さまでご

ざいました。

午前11時55分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

建設常任委員会委員長


